
3～4月は保険証が届くまでのお時間が通常期よりもかかることが見込まれます。
ご承知おきくださいますようお願いいたします。

第152号

令和

4年

職場内で掲示・回覧をお願いします

保険証が届くまで

事業所にお勤めのご本人（被保険者）およびそのご家族（被扶養者）の方

②届書の審査、登録

③情報データ送信
日本年金機構が登録した日の

翌営業日にデータ到着

事業所 協会けんぽ

⑤保険証の郵送
データが到着した日の

翌営業日に発送

①届書の提出
資格取得届や

被扶養者異動届など

日本年金機構
事務センター

事業所

通常期：約2週間
3・4月：約3週間

④保険証の作成

保険証が届く前に保険医療機関を受診しなければならなくなった場合は、

一旦医療費を全額支払い、あとから自己負担分を除いた医療費が払い戻される

「療養費（立替払）」の制度をご活用ください。

（健康保険で認められない費用は除外されます。）

任意継続健康保険に加入される方

申出書受付から概ね１週間で保険証がご自宅に届きます。

※資格喪失（退職）証明書等の添付がない場合は発送までに２～4週間程度かかります。

④保険証と納付書の郵送

ご本人

お住まいの都道府県の
協会けんぽ支部

②受付・審査
③保険証の作成

①資格取得申出書に資格喪失（退職）証明書※等を添付して提出

退職日の翌日から２０日以内必着

保険証が届く前に医療費の全額を負担した場合

療養費（立替払）に
ついて詳しくは
協会けんぽHPへ

被保険者の資格取得届と被扶養者の被扶養者異動
届を同時に日本年金機構に提出しました。被保険
者の保険証は届きましたが、被扶養者の保険証が
まだ届きません。

よくあるご質問

Q 日本年金機構での処理状況により
それぞれの届書の処理日が異なる
場合は、別日での発行・発送と
なります。

A



「けんぽ委員だより」に関する
ご意見・ご感想をお聞かせください！

〒450-6363 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋23階
協会けんぽ愛知支部 企画総務グループ ☎052-856-1479

ジェネリック医薬品の使用割合は
インセンティブ制度の評価指標となっております

ジェネリック医薬品とは？

効き目や安全性が
先発医薬品と同等と
厚生労働省から
認められたお薬です

また、先発医薬品の有効成分を利用して開
発しているため

先発医薬品よりも３～５割程度
安くなる場合があります。

服用しやすいお薬へ
製造の工夫が図られて
いるものもあります

大きさを小さくし飲みやすく改良。

飲みやすい形状に改良。

にがみ等を抑えた味に改良。

製剤の小型化

剤形の変更

味の改良

ジェネリック医薬品の使用割合等が健康保険料率に反映される
「インセンティブ制度」が始まっています。

※新たに保険証をお送りする方にはジェネリック医薬品希望シールを同封しておりますが、
お手元にない場合はお気軽にご連絡ください。

保険証やお薬手帳に貼るだけで、ジェネリック医薬品への
変更の意思を医師や薬剤師に伝えることができる

「ジェネリック医薬品希望シール」を

ご用意しております。

ご希望の方は、☎052-856-1479
愛知支部 企画総務グループへ

ジェネリック医薬品を
希望します

医師・薬剤師の皆様へ
ジェネリック
希望シール
貼ってね！

2月下旬に「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします。

みなさまのお薬代の軽減や負担する保険料率上昇を抑えるためにも
この機会にジェネリック医薬品の使用をご検討ください。

ｼﾞｪﾈﾘｯｸで

現在使われている医薬品から、ジェネリック医薬品に変更すること

で自己負担金額が一定額以上軽減される方に

※加入者（被保険者）の方の住所へ直接送付いたします。 ※お薬について詳しくは医師・薬剤師にご相談ください。

「ジェネリック医薬品軽減額通知」をお送りします。

インセンティブ制度とは？

1.特定健診等の実施率

2.特定保健指導の実施率

3.特定保健指導対象者の

減少率

以下の5つの指標に基づき、都道府県支部をランク付けし上位の支部は保険料率の引き下げにつなが

る制度です。

上位にいくほど
インセンティブを獲得

4.要治療者の医療機関

受診率

5.ジェネリック医薬品

の使用割合

みなさまの取り組みが2年後の保険料率に影響します。


